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第１２章 経過観察 

 経過観察の方向性 

将来にわたり継続して取組むため、日常的な維持管理、各種施策の実施状況や効果

等について、定期的に経過観察(モニタリング)を行い、事業の進捗状況、課題等の検

証を行い、史跡の保存管理、活用、整備、運営･体制の適切な推進を図るとともに、課

題を早期に把握し、その解決を図ります。 

 

 経過観察の方法 

１ 内部検証 

文化庁の作成した「史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書」及び「史

跡等整備のてびき」に提示されている自己点検票を元に自己点検票を作成し、日常的

な維持管理、各種施策、整備事業の進捗状況について内部検証を年１回行います。 

図.史跡等重要文化的景観の自己点検票 

(平成 26 年度「記念物・重要文化的景観」マネジメント支援事業 
史跡等･重要文化的景観マネジメント支援事業報告書 (文化庁文化財部記念物課平成 27 年３月)より 
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２ 史跡高遠城跡整備委員会や伊那市文化財審議委員会での審議 

内部検証の結果を含め、史跡高遠城跡整備委員会や伊那市文化財審議委員会に各事

業の進捗状況、取組の内容を報告し、文化財保護の観点から、適切なものであるか審

議を受けるとともに、今後の進め方、課題がある場合にはその解決策等について指導・

助言を仰ぎます。 

 

３ 計画の見直し 

施策の経過観察や調査･研究による新たな知見、関連法令や社会状況の変化によっ

て計画の変更が必要となった場合には、文化庁及び長野県、その他関係機関等と協議

し、計画の見直しを行います。 

 

 

  


